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• 認知症高齢者グループホームの外部評価について

• 介護保険施設における事故報告についての一部改正に
ついて



１ 認知症高齢者グループホームの外部評価について

１ 概要
法改正により、認知症高齢者グループホームについて、事業所が自らその提供するサービスの質の評価

として自己評価を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席
する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、当該運営推進会議と
地域密着型サービス基準第97 条第８項第１号に規定する外部の者による評価のいずれかから、第三者評価
を受けることとした。このことについて、実施手順を示すもの。

２ 実施手順
① 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール（別紙２の２）の、自己評価の欄を記入する。
② 運営推進会議において、記入した自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール（別紙２の２）につい
て説明し、ご意見をいただく。
※運営推進会議には、市職員又は地域包括支援センター職員と、知見を有する公正・中立な第三者の参加
が必要。

③ 運営推進会議で得たご意見をもとに、自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール（別紙２の２）の
外部評価の欄を記入する。

④ 完成した自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール（別紙２の２）を公表し、長寿介護課宛に
提出する。

３ 参照
厚生労働省ホームページ内「令和３年度介護報酬改定について」



２ 介護保険施設における事故報告についての一部改正について

１ 概要
介護保険施設における事故報告について、県の見解が示されたもの。

２ 適用時期
令和３年７月28日

３ 改正内容
① 報告様式の改正（既報のとおり）
② 厚生労働省通知に基づく報告期限等の追加

４ 改正概略
① 第１報の報告期限については、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること。
② 状況の変化等に応じて追加の報告を行うこと。原因分析や再発防止策は、作成し次第報告すること。
③ 市町村への報告は、電子メールが望ましいが、その他の報告方法を妨げないこと。

５ 参照
介護保険施設における事故報告について（通知）
なお、報告を要する事故の例及び感染症に係る取り扱いについても、改めて示されている。


